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パブリックコメントの概要

第第７７回回 安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委員会安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委員会



「自転車ネットワーク計画策定の早期進展」と「安全な自転車通行空間の早期確保」に向けた提言（案） 
に関するパブリックコメントの実施結果 

【実施期間：平成 27 年 12 月 9 日（水）～12 月 22 日（火）（14 日間）】 

提出件数：計 208 件 

提出意見の概要 件数 提出意見の概要に対する考え方 
 

1 

 
※類似のご意見や１件に複数の内容が含まれるご意見について整理した上で掲載しております。 

 

○ 自転車走行環境の分析と提言が明確になされている。 23 ○ ご意見は今後の取組の参考とさせていただきます。 

○ 表現が分かりにくい。 19 ○ いただいたご意見を参考に、表現の適正化を図りました。 

○ 国外の自転車利用・事故状況等を適正に伝えていない。 21 ○ 提示した資料やデータは出典等を確認の上、適正に使用していま

す。 

○ 判断の目安となる指標を明らかにして、自転車ネットワ

ーク計画策定を促す取組が必要である。 

8 ○ ご意見は今後の取組の参考とさせていただきます。 

○ 市区町村の担当者は、好事例を提示すれば自転車ネット

ワーク計画策定を必要性を感じることができる。 

11 

○ 対象エリア全ての路線を対象に、網羅的に自転車通行空

間を整備することは現実的ではない。 

5 ○ 対象エリア内の利用実態や通行空間としての安全性の状況、将来計

画等を総合的に勘案して、必要な路線をネットワーク路線として位

置づけるものと考えています。 

○ パブリックインボルブメントの流れと、技術検討、計画

検討の流れとの接点を水平方向の矢印で書き加えるべき。 

5 ○ 各段階におけるパブリックインボルブメントの進め方について継

続的に検討する予定です。 

○ パブリックインボルブメントの対象を明確にしていただ

きたい。 

8 

○ 路面表示を全国的に統一することは，安全な自転車通行

空間の早期確保には大変有効である。 

11 ○ ご意見は今後の取組の参考とさせていただきます。 

○ 路面表示を既に整備している自治体については、地域の

実情に応じた整備を妨げるものとならないようにしてほ

しい。 

32 ○ 外国人を含めたより多くの自転車利用者とドライバーの双方に、自

転車通行ルールをわかりやすく伝えること等を総合的に勘案し、委

員会で検討を重ねた結果、本提言（案）のデザインとなっています。

なお、提言（案）では「道路や交通の状況、地域の実情に応じて表

示内容等に工夫を加えることで、より一層の効果が期待できる場合

には、それらの取組を妨げるものではなく、様々な応用もあり得る」

としています。 
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2 

 
※類似のご意見や１件に複数の内容が含まれるご意見について整理した上で掲載しております。 

 

○ 路面表示のピクトグラムは、乗員を含めず、自転車だけ

のピクトグラムにしたほうが道路交通法における標識・標

示と互換性があってよい。 

9 ○ 自転車のピクトグラムは法定外表示であり、「道路標識、区画線及

び道路標示に関する命令」で定められた道路標示と誤解を招かない

ように区別する必要があります。 

○ 矢羽根型路面表示や自転車のピクトグラムの寸法の設定

根拠を明確にすべきである。 

6 ○ 「自転車道及び車道での自転車通行空間」を「自転車道、自転車専

用通行帯及び車道混在」に修正した上で、本提言（案）の路面表示

の幅は、国土技術政策総合研究所による自転車の安心感や自動車か

らの視認性や走行性に関する実験結果や、自転車の幅を踏まえて検

討したことを追記します。 

○ また、自転車のピクトグラムと併記する矢印の寸法も 0.75m と表示

しています。 

○ 自転車の歩道通行を可能とすべき。 17 ○ 自転車本来の走行性能及び歩道上における歩行者保護の観点から、

自転車は車両であり車道通行が原則であるという考え方を基本とし

ています。なお、普通自転車歩道通行可とされていない歩道であっ

ても、例えば、運転者が幼児・児童や高齢者等である場合等には、

法令の範囲内で歩道を通行することが可能と承知しています。 

○ 自転車を「車両」とすることは見直しすべき。 12 

○ 普通自転車の歩道通行可は、自転車は車道通行という大

原則から外れるため、廃止、撤去すべき。 

16 ○ 普通自転車歩道通行可の交通規制については、一定の条件のもと、

見直しをしているものと承知しています。 

○ どの道路にも自転車走行空間を設置すべき。 29 ○ ご意見は今後の取組の参考とさせていただきます。 

○ 安全性を確保できない自転車通行空間は整備すべきでは

ない。 

10 ○ 自転車専用通行帯については、自転車と他の車両を分離し、自転車

の安全を確保するために整備するものと承知しています。 

○ 完成形態と暫定形態の説明を追加するともに、暫定形態による整備

は、本来の整備形態が当面困難であり、車道を通行する自転車の安

全性を向上させなければならない場合の措置であることをわかりや

すく記載しました。 
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3 

 
※類似のご意見や１件に複数の内容が含まれるご意見について整理した上で掲載しております。 

 

○ 車道通行があたかも安全であるかのように一般自転車利

用者を誤誘導するような整備を推進すべきではない。 

9 ○ 暫定形態や路面表示は全ての自転車利用者を車道通行させたり誘

導するためのものではありません。自動車ドライバーに自転車の通

行位置を示し、現に車道通行をしている自転車利用者に対する安全

性を可能なかぎり向上させるという考えのもとで設置するもので

す。いただいたご意見は今後の取組の参考にさせていただきます。 

○ 自転車道は一方通行とすることが必要である。 17 ○ ご意見は今後の取組の参考とさせていただきます。 

○ 安全な幅員が確保され、上りと下りが識別されていれば、

自転車道の双方向通行も認めるべき。 

13 ○ 単路部だけに着目すれば十分な幅員が確保されていれば双方向通

行の自転車道でも安全性に問題はありませんが、双方向通行の自転

車道の問題は交差点処理にあります。現在の我が国の自転車道の実

態や顕在化している問題に的確に取り組むため、本提言（案）では

一方通行化を基本としています。なお、本提言（案）においても、

双方向通行とすることを必ずしも除外していません。 

○ 現行ガイドラインの改定が必要である。 12 ○ ご意見は今後の取組の参考とさせていただきます。 

○ 路上駐停車対策に関するもの。 46 ○ 自転車通行空間における駐停車対策については、現行ガイドライン

に記載している通り取り組まれているものと承知していますが、こ

の点も含め、ご意見につきましては今後の参考とさせていただきま

す。 

○ 自転車、自動車、歩行者の通行ルールに関するもの。 120 ○ ご意見は今後の取組の参考とさせていただきます。 

○ 自転車通行空間の安全対策に関するもの（舗装の平坦性、

夜間照明等）。 

57 

○ 自転車の利活用に関するもの。 18 

○ 駐輪施策に関するもの。 8 

○ 行政への助言に関するもの。 8 

この他、13 件の具体な地域に関するご意見をいただきました。今後の取組の参考とさせていただきます。 

 


